
☆セミナーに親子三代で参加したくなる理由

☆親子で相続について話し合いたくなる理由

☆お子さんやお孫さんの力を発揮させる理由

☆争族と相続税とは無縁の環境を作るには？

三方経営法は、私の不動産キャリア30年以上において、多くの方々の土地活用や相続
に関わり体験する中で、学んだ事を体系化した“不動産運用法”です。
自身でも本格的に実践して7年が経ち、『これなら！』と思い、私の大切なお客様に取
り入れていただき、喜んで頂いております。
今回はその基本編のお話しをさせていただきます。関西初公開となります。

お気軽にご参加ください。心よりお待ちしております。

江坂塾 第13回セミナー

資産活用セミナー

2016年 月 日(土)

同時開催 個別相談会

受付 13：00~
講演 13：30~

第1部 セミナー 13：30～15：30

会場 ： 大阪研修センター江坂4階（ＳＲビル江坂）

費用 ： 会 員・・無料（無期限）※初回のみ入会費が3,000円必要です
※会員特典として毎月お得な情報誌をお届けします

一 般・・1回 1,000円

資産活用大学
For your Property Application.

講師：株式会社アンカー

代表取締役 川口 貴志 先生
講師からの一言


